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署名・押印した日付を記入してください。 

 

 

署名は必ず監事が自署・押印（個人印）してください。 

 

この意見書は助成事業完了報告書の提出に際し、監事が意見書本文にある事項について確認を行った

ことを署名・押印により示すものです。監事に、本意見書にある確認を十分に行ってもらい、助成事

業完了報告書とともにご提出ください。 

尚、監事は助成事業に対し中立的立場にある必要があるため、助成事業の担い手である者（利害関係

者）は適さないと言えます。 

 

 

個 人    

印 
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＜意見書提出にあたっての確認事項＞ 

●帳簿類及び領収書の確認について 

帳簿類（出納帳、勘定帳等）と領収書・振込書及び助成事業完了報告書の３点が一致してい

ることを確認し、署名・押印の上、提出してください。 

 

 ●署名・押印について 

必ず監事が自署・押印（個人印）してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※機構では事業の適正実施の観点から、ご提出時点で確認いただく内容に変更が生じる場合があ 

りますので、ご了承ください。 

 

（参考）監査の主なチェックリスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）ＮＰО法人 事務体制整備ノート（発行：福岡県ＮＰО・ボランティアセンター） 

 

【署名にかかる留意事項】 

１ 監事が複数人である場合の扱い 

貴団体が決算を行う際の基準に合わせるなど会計監査を担当する監事を含めてください。 

・複数人の場合、ワードファイルの署名押印欄を人数分追加する方法や、用紙を人数分印刷し

てそれぞれ署名押印をいただく方法のどちらでも結構です。 

・１名が代表署名する場合、代表署名である旨を任意用紙に記載してご提出ください。 

 

２ 監事の変更などが生じている場合 

要望書で提出した役員一覧の内容に変更（監事の交代や、役職名の変更）が生じている場

合には、最新の役員一覧を添付してください。 

 

（注）自署ができない場合 

   障害等の理由により自署することが困難な場合には、機構担当者までご相談ください。 
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助成金により実施した事業名を記入

してください。 

消費税の申告後、確定した仕入控除

税額を記入してください。 

【手順２】 

課税事業者であり、今回金額を明示できる場合のみ、 

以下に記載し、算出根拠となる書類等を添付してください。 

課税事業者であるかどうかの確認につい

ては、次ページをご参照ください。 

【手順１】 

いずれかに「○」をつけてください。 
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助成先団体が材料・物品を仕入れて加工し、完成品を販売するなどしたときには、「仕入れ」と「販

売」のそれぞれの場面で消費税が課されます。そこで、二重課税を避けるために「仕入れ」で払っ

た消費税は控除され、「販売」で消費者から預かった消費税だけ納付すればよい仕組みとなっていま

す。 

この仕入れの際の消費税は、一時的に費用として支出されるものの、後日、手元に戻ってくるの

で、結果として消費税分の金額は助成金の対象経費として扱えません。 

ついては、助成事業で販売等事業収入を得た場合には、 

完了報告時に、助成金にかかる当該仕入控除税額の返還の有無について報告してください。 

計算の結果「有」となった場合は、その金額分の助成金を返還していただきます。 

なお、助成先団体の決算等により、完了報告時に助成金にかかる当該仕入控除税額の返還金額の

確定ができない場合は、確定でき次第、速やかに再提出してください。  

 
 

※消費税仕入控除税額の算出については、税務署等にお問い合わせください。 

        インボイス制度に関する情報はこちらから（国税庁ＨＰ）→ 

 

 

 【消費税仕入控除税額による助成金の返還の可能性の有無】 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：課税事業者 

事業者のうち、次のいずれかに該当する者 

① 課税期間の基準期間（前々年又は前々事業年度）における課税売上高が 1,000万円を超える事業者 

    ② 「消費税課税事業者選択届書」を提出して課税事業者を選択している事業者 

 

※２：簡易課税 

基準期間における課税売上高が 5,000万円以下で事前に税務署に届出をした事業者に適用 

「消費税の納付税額」＝「課税売上げに係る消費税額」－「課税売上げに係る消費税額×みなし仕入率」 

 

※３：一般課税 

簡易課税を選択しない事業者に適用 

                「消費税の納付税額」＝「課税売上げに係る消費税額」－「課税仕入れ等に係る消費税額（実額）」 

 

※４：特定収入割合 

特定収入割合＝特定収入の合計額／（税抜課税売上高＋免税売上高＋非課税売上高＋特定収入の合計額） 

特定収入とは、補助金、負担金、出資金等、資産の譲渡等の対価以外の収入をいう。 

事業主体の性格  

消費税の 

課税事業者か 
納付税額の計算方法 特定収入割合 

消費税仕入控除税額に

より助成金の返還の 

可能性 

消費税の 

免税事業者 

 
 無 

消費税の 

課税事業者（※１） 

簡易課税 

（※２） 

 

無 

一般課税 

（※３） 

特定収入割合（※４）が

５％を超える 
無 

特定収入割合が 5％以下 有 


